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令和 ８ 年度分　町　民　税県　民　税　申 告 書 与那原町長 様
年 　 月 　 日提出

住
　
所

職
業

勤
務
先

所
在
地

電
話

氏 名

フリガナ

方　　書

世帯主名

個人番号

3  所得から差し引かれる金額に関する事項

世帯主との続柄

合　　　　　　　　　計

□ 寡婦控除
□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還　

□ ひとり親
　 控　　除

障害の
程　度

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
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⑤
⑥
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⑨
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㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

⑰~
  ⑱
⑲~
  ⑳
㉑~
  ㉒

円

□ 勤労学生控除

□同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く）

個人番号

生 年 月 日 ・ 　 ・

1

2

（学校名）

フリ
ガナ

個人
番号

明・大
昭・平

氏
名

フリ
ガナ
氏
名

配
偶
者

障害の
程　度

個人番号

フリ
ガナ
氏
名

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

□ 給与から天引き（特別徴収）
□ 自分で納付（普通徴収）

前年中に所得のなかった方など、次の事項に該当する方は、数字を○で囲み必要事項を記入してください。

４
所
得
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る
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額

２　

所　

得　

金　

額

１　

収　

入　

金　

額　

等

1. 下記の人の扶養又は援助を受けていた。
氏名
続柄　　　　　  電話
住所

2. 学校に通学していた。
学校名　　　　　　　　　  学年

3. 雇用（失業）保険を受給していた。
受給期間　　　年　　月～　　年　　月
受給金額計　　　　　　　　　　　　　　 円

4. 遺族年金等を受給していた。
イ、遺族年金　ロ、障害年金　ハ、増加恩給
ニ、福祉年金　ホ、その他（　　　　　　　　）
　  受給金額　　　　　　　　　　　　　  円

5. 預金等で生活していた。
6. その他（何で生計をたてていたか記入してく
　 ださい。）

円

円

円

円

円

円

円

円

級
度

級
度

円
⑬

⑮

⑯

⑰～⑲ ⑱ ⑲

㉑～㉒

⑰

⑳

（この欄には記載しないでください）
市町村コード

指　定　番　号 宛　　名

住　民　コ　ー　ド

行政区コード
世 帯 コ ー ド
納 組 コ ー ド
一 部
特 徴
番
地
方
書

氏
名

事
業

雑

総
合
譲
渡

事
業

雑

区
分

生　年　月　日
明 大 昭 平　　年　　月　　日

「
個
人
番
号
」
欄
に
は
、
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２

条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

社 会 保 険 料
控 除

生 命 保 険 料
控 除

障 害 者
控 除

配 偶 者 の
合 計 所 得 金 額

配偶者控除・
配 偶 者 特 別
控 除 ・ 同 一
生 計 配 偶 者

地震保険料
控 除

寡 婦 控 除 、
ひとり親控除、
勤労学生控除

新 生 命 保 険 料 の 計

新 個 人 年 金 保 険 料 の 計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧 個 人 年 金 保 険 料 の 計

旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

地方税法附則第４条の5の規定の適用を選択する場合には、「医療費
控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

５　給与所得・公的年金等に係る所得以外（令
和８年４月１日において65歳未満の方
は給与所得以外）の町県民税の納税方法

不 動 産
利 子
配 当
給 与

一 時

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦、ひとり親控除

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬から㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除 　

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
合　　　計
（⑦＋⑧＋⑨）

小 規 模 企 業
共済等掛金控除

勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

・ 　 ・

・ 　 ・

・ 　 ・
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□ 同居
□ 別居
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平・令
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続
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別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号、住所及び国外居住者である場合は区分を記入してくだ
さい。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入してください。

・　　・

㉓~

㉔
扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外
）

万円

万円

万円

円

㉗

㉘

雑 損 控 除

損 害 の 原 因

損 害 金 額
円

円 円

円

損 害 年 月 日

保険金などで補塡される金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補塡される金額
医 療 費 控 除

与那原町字東浜○○○番地

自営業
会社員

９４５－××××

与那原 太郎

与那原 太郎 本人

与那原 花子

与那原 次郎
子

国民健康保険税

123456789012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4 33

150,100 4,500,000

1,200,000

2,342,000

550,000

2,892,000
150,100

35,000

330,000
330,000

430,000
1,275,100

1,275,100

150,100

145,000

ヨ  ナ バル   タ ロウ

〇37   6   5

〇 40   1   2

〇 5  6  7

与那原 三郎 子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5

〇 25  5  6

2026.01.06／与那原町申告書記載例／（a）　3校　01-2667-01-1188-0

26万円
30万円
26万円
その他障害者：26万円、特別障害者：30万円（同居特別障害者の場合：
53万円） 
前年の所得が1,000万円以下の者が、生計を一にしている配偶者の前年の
合計所得が58万円以下の配偶者（事業専従者を除く）に適用。
控除限度額　一般：33万円、老人：38万円
前年の所得が1,000万円以下の者が、生計を一にしている配偶者の前年の
合計所得が58万円を超え133万円以下の者に適用。控除限度額　33万円
一般：33万円、老人：38万円、特定：45万円、同居老親：45万円、16
歳未満：控除なし　※年齢16歳未満の扶養親族は、町・県民税の非課税
限度額の算定等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方につ
いても必ず記入して下さい。
生計を一にしている親族(年齢19歳以上23歳未満の親族で、配偶者及び
青色事業専従者等を除く）の前年の合計所得が58万円を超え123万円以
下の者に適用。控除限度額：45万円 
前年の所得が
2,400万円以下：43万円、2,400万円超～2,450万円以下：29万円、
2,450万円超～2,500万円以下：15万円、2,500万円超：0円

寡 婦 控 除
ひ と り 親 控 除
勤 労 学 生 控 除

障 害 者 控 除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

特定親族特別控除

基 礎 控 除

令和８年度　町県民税・森林環境税兼国民健康保険税の申告について

各種控除について

申告書（表面）の
記  入  例

（令和7年1月1日から令和7年12月31日までの内容） 申告期限　令和8年3月16日（月）
｛ 場  所 ・ 指定日 ・ 時  間 ｝封筒裏面に記載
■申告の受付（指定日に都合がつかない場合は期間内の別日でも申告できます。）
■申告に必要なもの 
※書類不備の場合受付できません。
　事前に同封の申告受付前提出書類チェックシート記入の上、確認ください。
①申告書（記入してお持ちください。）
②申告受付前提出書類チェックシート（記入してお持ちください。）
③マイナンバーがわかるもの（マイナンバーカード、通知カードなど）
④本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
⑤令和7年中の収入・支出を証明するもの
　（源泉徴収票もしくは給与収入証明書、収支内訳書、その他帳簿類）
⑥社会保険料、生命保険料などの支払証明書（令和7年中に支払ったもの）
⑦医療費控除の明細書、通知書、領収書（令和7年中に支払ったもの）
※医療費の合計金額や保険などで補てんされた金額をまとめてきてください。

 １　税務署で確定申告書を提出する方
 ２　収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書（源泉徴収票）
　　 が提出されている方

申告書の提出をしなくてもよい方

　日頃より、町税の納税にご協力いただきありがとうございます。
　さて、令和８年度の申告書を送付しましたので令和７年１月１日から令和７年
１２月３１日までの１年間の収入等について申告書を提出して下さい。この
申告書は町県民税・森林環境税および国民健康保険税の課税の基礎資料に
なりますので、収入のない方でも期限内に申告してください。申告があり
ませんと所得証明書等の発行ができなかったり、国民健康保険税の軽減
措置、国民年金保険料の免除申請および各種手当が受給できなくなるなど
の不利益をこうむる場合があります。
　※申告の対象になるのは、令和８年１月１日現在で与那原町に住んでい
た方です。

本人の控除等について
寡婦とは…………前年の合計所得金額が500万円以下で下記のいずれかに該当するもの
　　　　　　　　①女性の方で、夫と離婚したあと婚姻しておらず、総所得金額等が58万円

以下の「子以外」の扶養親族がいる方
　　　　　　　　②女性の方で、夫と死別したあと婚姻していない方
　　　　　　　　※①、②とも住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」と記載があ

る方は対象外。
ひとり親とは……下記のすべてに該当するもの
　　　　　　　　①前年の合計所得金額が500万円以下
　　　　　　　　②婚姻歴や性別に関わらず、総所得金額等が58万円以下の「子」を扶養し

ている単身者
　　　　　　　　※住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」と記載がある方は対象外。
勤労学生とは……大学・高校又は一定の専修学校などの学生で、合計所得金額が85万円以下

であり、かつそのうち勤労に基づかない所得が10万円以下の方
障害者とは………身体障害者手帳や療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳などの交付を受け

ている方
（特別障害者）身体障害者手帳（1・2級）、療育手帳（A）、精神障害者保健福祉手帳（1級）な

どを所持している方
（その他障害者）身体障害者手帳（3級以下）、療育手帳（B）、精神障害者保健福祉手帳（2・3

級）などを所持している方

次の項目は所得から差し引くことのできる大切なものです。証明書や領収書等により確認し
ますので整理、集計しておいてください。

○災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた人（雑損控除）…………………㉗
　あなたや、令和7年分の所得金額が58万円以下の配偶者その他の親族であなたと生計を一

つにしている人の分が適用されます

　（損害金額ー保険金などで補てんされる金額）ー（総所得金額等×10％）又は災害関連支
出金額ー5万円とのいずれか多い方の金額＝雑損控除

○入院、通院などの病院・医院などの医療費がかかった人（医療費控除）…………………㉘
　あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために令和7年中に支払った医

療費が控除対象となります。

　（支払った医療費ー保険金などで補てんされる金額）ー（総所得金額等×5％又は10万円
とのいずれか少ない方の金額）＝医療費控除（限度額200万円）

○セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける人 ………………㉘
　この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。

　健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一に

する配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費（※）を支払った場合は、通常

の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適

用を受けることができます。

　※　特定一般用医薬品購入費とは、医師によって処方される医薬品（医療用医薬品）から

薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入費

をいいます。

　対象OTC医薬品購入額－保険金などで補てんされる金額－1万2,000円＝医療費控除額
（限度額8万8,000円）
○国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料を支払った人（社会保険料控除） …⑬
　あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保

険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれた場合に記入します。支払った金額す

べてが控除対象となります。

○小規模企業共済等掛金を支払っている人（小規模企業共済等掛金控除） ………………⑭
　小規模企業共済法等に基づく掛金を記入します。支払った金額すべてが控除対象となります。

○生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人（生命保険料控除）………⑮

○地震保険料を払った人（地震保険料控除）……………………………………………………⑯
　損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(契約者配当金除く)

がある場合の控除

・地震保険料………支払金額の1/2（限度額 25,000円）

・旧長期損害保険料…………  5,000円以下の場合………………………支払金額の全額

　　　　　　　　　　　　　    5,000円を超え15,000円以下の場合……支払金額×
１
２＋2,500円

　　　　　　　　　　　　　15,000円を超える場合……………………一律 10,000円（限度額）

(満期返戻金があるもので、保険期間10年以上かつ平成18年12月31日までに締結したもの)

・地震保険料と旧長期損害保険料がある場合……………合計額（限度額25,000円）　　　　 

●LINE申告を推奨しています●
収入が0円の方は、与那原町公式LINEによる申告を推奨しています。
LINE申告により混雑する申告会場を避けることができます。
また、収入が0円の方のみ2月12日（木）と2月13日（金）に特別申告期
間を設けます。
期間内の別日でも申告可能で
すが、混雑緩和のためでき
るだけ特別申告期間にて申告
を行うようお願いします。

重要なお知らせ

控　除　額　一　覧

与那原町公式LINE
による申告は
右記二次元コードから  →

年間の支払保険料等 所得控除額

15,000円以下

15,000円超　40,000円以下

40,000円超　70,000円以下

70,000円超　　　　　　　

支払保険料等の全額　　　　 

支払保険料等×1/2＋  7,500円

支払保険料等×1/4＋17,500円

一律　35,000円　　　　　　

年間の支払保険料等 所得控除額

12,000円以下

12,000円超　32,000円以下

32,000円超　56,000円以下

56,000円超　　　　　　　

支払保険料等の全額

支払保険料等×1/2＋  6,000円

支払保険料等×1/4＋14,000円

一律　28,000円　　　　　　

【新契約】（平24.1.1以降に契約したもの）【旧契約】（平23.12.31以前に契約したもの）

※合計金額の限度額は、旧契約と新契約ともに70,000円です。旧新契約の両方について控除を受ける
場合は各種限度額が28,000円（合計金額は70,000円）になります。
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表



（　　　　　　　　　　　　）
6  給与所得の内訳

7  事業・不動産所得に関する事項

8  配当所得に関する事項

9  雑所得（公的年金等以外）に関する事項

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

11 事業専従者に関する事項 13 事業税に関する事項

12 別居の扶養親族等に関する事項

14 寄附金に関する事項

15 所得金額調整控除に関する事項

月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

日　給 月　　収勤務
日数

日給などの給与所得のある人で、源泉徴収
票のない人は記入してください。

右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。
右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定
特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄
附金については、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（ニ）」を提出してください。

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

円
必 要 経 費収 入 金 額所得の種類 青色申告特別控除額支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等
円円

収 入 金 額支 払 確 定 年 月
・
・
・
・

必 要 経 費支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

配当所得
の 種 類

国外株式等に係
る外国所得税額

円円

必 　 要 　 経 　 費支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

円
収 　 入 　 金 　 額種　目

非課税所得など

損益通算の特例適
用前の不動産所得

前年中の開廃業

条例指定分
県
町

開　始　・　廃　止
月　　　　　日

□　他 都 道 府 県 の 事 務 所 等

事業用資産
の譲渡損失
な　　　ど

所得金額

資産の種類

損失額、被災損失額（白）

円円

差　引　金　額
（収入金額－必要経費）

所　得　金　額
（差引金額－特別控除額）収　入　金　額

総合譲渡

続柄

続柄

続柄

フリ
ガナ

個人
番号

氏名

氏名

氏名

1

2

3

1

2

3

住所

住所

住所

生年
月日

従事
月数

明・大
昭・平 ・　・

・　・

・　・

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし 合 計 額

専従者給与
（控除）額

続柄
フリ
ガナ

個人
番号

氏名
生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　・ 特別障害者に

該当する場合
級
度
別居の場合
の　住　所

フリ
ガナ

個人
番号

生年
月日

従事
月数

明・大
昭・平

専従者給与
（ 控 除 ）額

フリ
ガナ

氏名

氏名

氏名

フリ
ガナ

フリ
ガナ

フリ
ガナ

個人
番号

個人
番号

国外
居住

個人
番号

国外
居住

個人
番号

国外
居住

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　□障害者
□38万円以上の支払
□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　□障害者
□38万円以上の支払
□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　□障害者
□38万円以上の支払

生年
月日

都 道 府 県 、市 区 町 村 分
（ 特 例 控 除 対 象 ）
住所地の共同募金会、日赤支部分・都道
府県、市区町村分（特例控除対象以外）

従事
月数

明・大
昭・平

専従者給与
（ 控 除 ）額

一　　　時

短　期
長　期

必　要　経　費 特 別 控 除 額

ニ 合計 イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

イ
ロ
ハ

円

円

円

円

円 円

円

円

円

円

円円

円

円

円

賞 与 等

合 計

勤 務 先 名

電 話 番 号

法人番号又は
所 在 地

入　　　力 点　　　検

申告者

続 

柄
住 

所
氏 

名
電 

話

処
理
欄

与那原 太郎

本人

与那原 次郎
ヨナバル　ジロウ

福岡県久留米市城南町○△番地

那覇市泉崎○×番地

（株）与原商事

営業等

○○○－△△××

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4,500,000 2,158,000 2,342,000

0

1,200,000

与那原町字東浜○○○番地

９４５－××××

収入について

勤務先から支給される給料、俸給、賃金、賞与等の収入
（パート・アルバイト含む）
給与収入ー給与所得控除＝給与所得

○給与収入があった人（給与所得）…………… 6 にお書き下さい

賞金、懸賞当選金、競輪競馬の払戻金、生命保険の満期払戻金

などによる収入

収入金額ー必要経費ー特別控除額＝一時所得

○一時的な収入があった人（一時所得）……… 10にお書き下さい

（令和７年1月1日から令和７年12月31日までの内容） 必要経費について

①   売 上 原 価…令和7年中の仕入の金額を記入します。

②   給料・賃金…店員などの従業員に支払った月給、賞与などの合計額です。

③   減価償却費…建物、機械、車両など事業に必要な減価償却資産を取得

した場合、そのまま必要経費になるのではく、その資産

に応じた耐用年数をもとに計算します。

　　　　　　　※平成19年4月1日以降に取得した資産については減価償

却費を新しい計算方法で計算することになりました。

④   地代・家賃…店舗等の事業用の土地や建物を賃借している場合に支払

った地代や家賃です。

⑤   租 税 公 課…固定資産税、事業税、登録免許税、印紙税や商工会など

の組合費など。

⑥   水道・光熱費…事業用として支払った水道料金、電気料金、ガス料金な

ど。なお、家事用が含まれている場合は、使用割合によ

って按分します。

⑦   通 信 費…仕事のために使用した電話料金や切手代など。

⑧  広告・宣伝費…事業の広告・宣伝用に作成した名入りマッチ・カレンダ

ー等の費用など。

⑨   修 繕 費…事業に使用している建物や事業用資産の修繕にかかった

費用など。たとえば壊れた床やタイルの修繕や畳の表替

えなど。

⑩   消耗品・雑費…仕事に使用した事務用品やガソリン代など。

⑪   旅費・交通費…仕事のためにかかった宿泊費等の旅費や交通費など。

⑫   借入金利子…事業用資産の購入資金や運転資金など借り入れた借入金

の利息など。

細かい計算を必要とする下記の所得については那覇税務署

（ＴＥＬ：８６７－３１０１）または税務課にお問い合わせ下さい。

○雑 所 得（恩給や国民年金などの公的年金・著述家以外の人の

受ける原稿料や印税・個人の貸付金の利子・郵便年金

や生命保険契約などによる年金収入）

○利子所得（公社債や預貯金の利子。申告の必要があるのは源泉

分離課税されない国外の銀行に預けた預貯金の利子

など）

○配当所得（株式・出資金等の配当金。）

○総合譲渡所得（資産のうち、自動車や機械用具などの譲渡による

収入）

○分離譲渡所得（資産のうち、土地、建物、株式などの譲渡による

収入）

申告書（裏面）の
記  入  例

※所得税法の改正により、平成26年1月から個人で事業や不動産貸
付等を行う全ての方は、住民税においても記帳と帳簿等の保存が
必要です。

※収支内訳書は町ホームページからダウンロード可能です。町ホー
ムページのキーワード検索にて、「収支内訳書」と検索してください。

※給与所得者は、事業主から給与証明書や源泉徴収票などを交付し

てもらい、申告書に添えてください。源泉徴収票をお持ちでない

方は、会社又は雇用主に記入してもらって下さい。

※日雇い労務の場合でも給与証明が必要です。必ず日当額等の証明

をもらったうえで、申告してください。

町・県民税申告についてのお問い合わせは
税務課　個人住民税係
☎（098）945-4477

国民健康保険税についてのお問い合わせは
健康保険課　国保班
☎（098）945-2204

2026.01.06／与那原町申告書記載例／（a）　3校　01-2667-01-1188-0

町県民税・森林環境税申告は自力記載が基本となっています。

次の要領に従いお書きください。

なお、収入とは必要経費を引く前の売上金額のことで、給与収入

の場合は、必要経費とみなされる給与所得控除額を引く前の金額です。

申告の際には、収入・支出がわかる帳簿などをお持ち下さい。

あなたの令和７年１月から令和７年１２月までの収入についてお伺いします。

●事業・不動産収入があった人・・・７にお書き頂き、所得の種類
（営業等・農業・不動産）を記入して下さい。

○営業収入があった人（要収支内訳書）
　販売業、製造業、飲食業、建設業、サービス業などの営業に
　よる収入
　売上金額ー仕入金額ー総経費＝営業所得
　医師、弁護士、作家、外交員などの営業による収入
　収入金額ー必要経費＝営業所得
○農業収入があった人（要収支内訳書）
　農作物の生産、家畜の飼育などによる収入
　売上金額ー生産のためにかかった必要経費（餌代、肥料など）＝農業所得
○不動産収入があった人（要収支内訳書）
　地代、家賃、土地や家屋の権利金、船舶の貸付料などによる収入
　収入金額ー必要経費＝不動産所得（要収支明細書）

下記の必要経費に該当するものがあれば記入して下さい。但し、事業に

供した経費のみ該当します。（要収支内訳書。経費の種類ごとに整理して

合計し、収支内訳書を作成して下さい。）
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